
群馬県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を
図るための計画。 現状：長期的には減少傾向であるが、令和５年には250名が死傷(うち9名死亡)

「群馬県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画２０２５－２０３４」の概要

１．群馬県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画とは

現状：建設工事従事者の高齢化が進行しており、65歳以上の技能労働者の占める割合は、
18.7%と全国平均の17.6%を上回っている。

【計画期間】令和７年度～令和16年度(10年間)

２．策定の経緯（いわゆる建設職人基本計画）

建設工事従事者の安全及び健康の確保を推進するため、安全衛生経費の確保や適正な工期設定、
一人親方問題への対処等を目的に、国では平成２９年３月に「建設工事従事者の安全及び健康の確
保の推進に関する法律」を施行した。

これにより都道府県計画の策定が、努力義務化されたことから、本県計画を策定したもの。

３．本県の課題と現状

労働災害の撲滅

一人親方等の安全・健康の確保

現状：労働安全衛生法の保護対象外である一人親方等の建設業就業者に占める割合は、
14.6％と 全国平均(12.5％)を上回っている。

中長期的な担い手の確保

４．具体的な取組と施策を計画的に推進するために必要な事項

中長期的な担い手の確保一人親方等の安全・健康の確保労働災害の撲滅施策名

○週休二日制現場の推進【変更】○安全衛生経費確保対策の促進○標準見積書の普及をはじめとした安全衛生経費確保
対策に関する広報【新規】

○工事の過度な集中を避けるため、債務負担行為の

活用やフレックス工期による施工時期の平準化

○「工期に関する基準」等を踏まえた適切な工期の

設定及び変更【新規】

建設工事の請負契約における
経費の適切かつ明確な積算、
適正な工期設定

○経営者・事業者向け各種セミナーを通じた法令
の周知【新規】

○元下取引に係る立入検査の実施

○法令遵守徹底のための業界団体との意見交換会開催

○下請業者の安全衛生能力向上のための研修会開催

元請負人及び下請負人の
責任体制の明確化

○一人親方等に対する労働災害保険特別加入の促進

○労働者としての実態がある一人親方等の扱い
の事業者への周知･指導

○労働安全衛生を確保できる適正な施工条件等の設定

建設工事現場における安全及び
健康の確保に関する措置の
統一的な実施

○ＩＣＴ活用工事等によるインフラ分野の
ＤＸ推進【新規】

○手すり先行工法等の「より安全な措置」等の
周知・指導

○建設工事現場における安全パトロール等の支援

○安全な施工に資する新技術の積極的な導入

○女性技術者等による現場パトロールの支援

建設工事の現場の安全性の点検、
安全等に配慮した工法等の促進

○建設現場で必要な資格取得の促進○一人親方等に対する安全衛生教育研修会開催○安全衛生管理向上のための講演会の実施

○群馬県建設工事表彰、群馬県建設工事入札参加資格
審査における安全衛生対策に対する評価【変更】

建設工事従事者の安全及び健
康に関する意識の啓発

（３）一人親方等(※)の
年間死亡者数

（２）年間労働災害死亡者数
（左の内数）

（１）年間労働災害死傷者数参考指標
（R5時点数値)

０人９人250人

維持ゼロ減少目指す方向

※  一人親方とは、労働者を使用せず土木、建築その他の 工作物の建設、修理等の事業を行うことを常態とする方（大工、左官、とび職人など）であり、一人親方等とは、これに加えて中小事業主、役員、家族従事者を含む。
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５．計画の推進体制

国(厚生労働省、国土交通省)・建設等関連団体と県による
『群馬県における建設工事従事者安全健康確保推進会議』を設置し、重点
取組を検討及び施策を総合的かつ計画的に連携して取り組むとともに、
毎年度、推進状況のフォローアップを実施。

●第三次・担い手３法を踏まえた働き方改革・建設キャリアアップシステム等の推進による建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上【変更】
●墜落・転落災害の防止対策の充実強化 ●熱中症、騒音障害、石綿ばく露、感染症等に対する健康確保対策の強化 【新規】
●人材の多様化に対応した建設現場の安全健康確保、職場環境の改善【新規】 ●関係者における連携、協力体制の強化
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